
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議平

成
十
八
年
五
月
三
十
日

参

議

院

環

境

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
京
都
議
定
書
の
削
減
約
束
の
達
成
に
向
け
て
は
、
国
内
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
が
基
本
で
あ
り
、
京
都
メ

カ
ニ
ズ
ム
は
国
内
対
策
に
対
し
て
補
足
的
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
、
京
都
議
定
書
目
標
達

成
計
画
に
お
け
る
京
都
メ
カ
ニ
ズ
ム
活
用
の
目
標
「
一
・
六
％
」
を
で
き
る
だ
け
上
回
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
内
対
策
に

最
大
限
の
努
力
を
行
う
こ
と
。

二
、
気
候
変
動
枠
組
条
約
の
究
極
の
目
標
達
成
に
向
け
て
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
大
幅
な
排
出
削
減
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
国
内
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
更
な
る
長
期
的
・
継
続
的
な
排
出
削
減
に
向
け
た
対
策
の
目
安
と
な
る
中

長
期
目
標
を
早
期
に
定
め
る
こ
と
。

三
、
本
法
第
八
条
第
二
項
第
八
号
に
基
づ
き
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
京
都
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
活
用
の
た
め
に
必
要
な
措

置
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
ク
リ
ー
ン
開
発
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
Ｃ
Ｄ
Ｍ

、
共
同
実
施
（
Ｊ
Ｉ
）
及

）

び
グ
リ
ー
ン
投
資
ス
キ
ー
ム
（
Ｇ
Ｉ
Ｓ
）
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
取
得
に
最
大
限
努
力
す
る
こ
と
。

四
、
Ｃ
Ｄ
Ｍ
等
の
活
用
に
関
し
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
取
得
の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
並
び
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
取
得
に
当
た
っ
て

は
、
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
地
に
お
け
る
自
然
環
境
、
地
域
住
民
等
へ
の
配
慮
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
、
広
く
そ
の
結

果
を
公
表
す
る
こ
と
。

、

、

、

、

、

五

政
府
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
取
得
す
る
に
際
し

そ
の
透
明
性

公
正
性
の
確
保
が
図
ら
れ

リ
ス
ク
の
低
減
に
資
す
る
よ
う

情
報
を
適
切
に
公
表
す
る
こ
と
と
し
、
割
当
量
口
座
簿
、
特
に
国
及
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
取
得
実
施
機
関
の
管
理
口
座
に
係
る
情

報
は
、
原
則
と
し
て
公
開
と
す
る
こ
と
。



六
、
Ｃ
Ｄ
Ｍ
へ
の
政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
京
都
議
定
書
に
基
づ
く
国
際
的
な
決
定
に
よ
り
禁
止

さ
れ
て
い
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
流
用
と
の
疑
念
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
基
本
的
な
考
え
方
を
明
確
に
示
し
、
適
切
な
運
用
を
徹

底
す
る
こ
と
。

七
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
で
検
討
課
題
と
さ
れ
た
環
境
税
及
び
国
内
排
出
量
取
引
制
度
に
つ
い
て
は
、
温
室
効
果
ガ
ス

の
排
出
状
況
及
び
平
成
二
十
年
に
は
京
都
議
定
書
の
第
一
約
束
期
間
が
始
ま
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
関
係
府
省
の
参
加
の
下
、

そ
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

八
、
米
国
な
ど
の
大
量
排
出
国
で
批
准
し
て
い
な
い
政
府
に
対
し
、
引
き
続
き
京
都
議
定
書
へ
の
参
加
を
強
く
働
き
か
け
て
い

く
こ
と
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
以
降
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
京
都
議
定
書
な
ど
の
こ
れ
ま
で
の
共
通
基
盤
と
経
験
を
踏
ま

え
、
す
べ
て
の
先
進
国
と
途
上
国
が
そ
の
差
異
を
認
め
つ
つ
排
出
者
責
任
を
共
有
で
き
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
積
極
的
に
国

際
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


